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令和４年６月定例記者会見 

 

 

平素は、報道関係の皆様には適切かつ迅速な報道を通して、市

民の皆様への情報の周知に努めていただいておりますことに、深

く感謝を申し上げます。 

  

 さて、本日の案件につきましては、６月議会に提出いたします

「議案」についてのみであります。 

  

 ６月議会は、令和４年６月15日（水曜日）午後１時開会となっ

ておりまして、今議会の議案件数は、条例関係４件、予算関係３

件、その他10件の計17件、人事案件２件を合わせて19件となりま

す。 

 

 この内、主な議案についてご説明を申し上げますので、ご了承

賜りたいと思います。 

 

まず、１ページの議案第１号「田辺市半島振興対策実施地域に

おける固定資産税の特別措置に関する条例及び田辺市過疎地域

における固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正につい

て」は、租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の

整備を行うもので、 

 

３ページの議案第２号「田辺市駐車場条例の一部改正について」

及び６ページの議案第３号「田辺市自転車等駐車場条例の一部改

正について」は、紀伊田辺駅前駐車場、紀伊田辺駅前第二駐車場

及び紀伊田辺駅前自転車駐車場の管理について指定管理者制度を

導入するため、所要の改正を行うものです。 
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10ページの議案第４号「田辺市特別会計条例の一部改正につい

て」は、旧日本国有鉄道清算事業団所有地の先行取得を目的とし

た「公共用地先行取得事業特別会計」について、本会計が所有す

る旧国鉄田辺駅宿舎跡地を、宿泊施設等の事業用地として一般会

計に売却することにより、本会計の目的が達成することから、本

会計を廃止するものです。 

 

12ページの議案第５号及び13ページの議案第６号「工事請負契

約の締結について」は、近露福定線（逢坂隧道）道路改良工事及

び本宮小学校建築工事の請負契約をそれぞれ締結するもので、14

ページの議案第７号「工事請負変更契約の締結について」は、林

道桧
ひ

葉曲
ばまがり

川
かわ

線開設工事の契約金額を増額するものです。 

 

 15ページの議案第８号から18ページの議案第11号「物品購入契

約の締結について」は、自走式破砕機
は さ い き

購入契約、木質バイオマス

ボイラー購入契約、高規格救急自動車購入契約及び小型動力ポン

プ付き水槽車購入契約をそれぞれ締結するものです。 

 

 19ページの議案第12号「訴えの提起について」は、金銭消費貸

借契約に基づく未払金等の支払いを求める訴えを提起するもので、

20ページの議案第13号「和解について」は、新庁舎整備に伴う商

業施設解体に係るアスベスト撤去費用について、オークワ社の負

担額等を示した和解案が、和歌山弁護士会紛争解決センターから

提示されたことから、和解するものです。 

 

21ページの議案第14号「損害賠償の額の決定及び和解について」

は、普通貨物自動車により、個人宅の垣根を損傷させたことにつ

いて、損害賠償の額を定め、和解するものです。 
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次に、22ページからの議案第15号「令和４年度田辺市一般会計

補正予算（第３号）」についてでありますが、別紙「令和４年度６

月補正の内容」をご覧いただきたいと思います。 

 

今回の一般会計の補正予算額は１億7,006万7千円で、補正後予

算額は、427億5,954万7千円としております。 

それでは、補正予算の主な内容について、ご説明申し上げます。 

 

まず、１ページの「デジタルツインの構築による地域の魅力・

価値・利益の向上事業」については、国のデジタル田園都市国家

構想推進交付金の採択を受け、ドローンやレーダー測量用カメラ

等を活用し、デジタルツインの構築、いわゆる３Ｄによる仮想空

間を再現し、シミュレーション等を行うことで、公共施設の適正

管理、まちづくりのイメージ共有、早期の災害復旧等につなげる

など、本市の魅力・価値・利益の向上を図るものです。 

 

２ページの「市民の利便性向上のためのビデオ会議システム導

入事業」については、これも交付金の採択を受け、本庁舎、市民

総合センター、４つの行政局をビデオ会議で結ぶことにより、行

政手続きや自治活動等における市民の利便性向上を図るものです。 

 

３ページの「新庁舎整備に伴う商業施設解体撤去工事に係る和

解費用」については、商業施設解体に係るアスベスト撤去費用に

ついて、和歌山弁護士会紛争解決センターから、オークワ社の負

担額等を示した和解案が提示されたことから、その和解に要する

費用を計上するものです。 

 

「過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業費補助金」につ

いては、国庫補助金の採択を受け、龍の里づくり委員会が実施す

る集落の維持・活性化を図る取組に対して補助を行うものです。 

 



4 

 

４ページの「旧国鉄田辺駅宿舎跡地活用事業」については、中

心市街地の活性化と旧国鉄田辺駅宿舎跡地の活用を図るため、公

共用地先行取得事業特別会計から事業用地を取得し、宿泊施設の

整備・運営を行う民間事業者に対して、用地の貸付を行うもので、 

 

「湊宝来町１号線ほか道路改良事業」については、旧国鉄田辺

駅宿舎跡地の活用を図るため、市道湊宝来町１号線等の改良を行

うものです。 

 

５ページの「幼稚園感染症対策事業」については、国庫補助金

の採択を受け、市立幼稚園において消毒作業を実施するなど感染

症対策に取り組むものです。 

 

次に、「公共用地先行取得事業特別会計」の補正予算については、

旧国鉄田辺駅宿舎跡地を事業用地及び道路用地として、一般会計

に売却することにより、本会計の目的が達成することから、今回

の売却で得た土地売払収入と同額を一般会計に繰出しし、最終、

収支をゼロとした上で、本会計を廃止するものです。 

 

ただ今説明しました予算につきましては、議案書に記載のとお

りですが、ご質問等がございましたら、担当者から説明をさせま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 


